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2011JTDNA製品安全シンポジウム案内

後援　消費者庁（手続き中）　　
　　　独立行政法人　製品評価技術基盤機構(nite）
　　　（その他後援名義手続き中）
　　

売った後の事業者責任を問うのが PL 法、そしてそのことが当たり前に行える事業者と消費者の関係を示し

たのが消費者基本法に端を発した消費者保護関連法律です。経済産業省が出典している「リコールハンドブッ

ク 2010」から、【予防処置】【初期対応】そして【誤使用】【リコール】など、今年の製品安全政策のキーワー

ドが読み取れます。

正しいPL対策は初期対応の質を高め損失を最小限にすることができ、被害者救済に貢献します。その

結果、リコールという緊急処置に至る前に被害拡大を抑止し、リコールの際も効率化が図れ費用負担

を大幅に減らす事ができます。何よりも、売った後の責任を明確に示す事で市場に好感を与え、事業

者の社会的責任を全うする事ができます。

製品のデザイン、設計、取扱説明書やパッケージ、カタログから WEB サイトまで、消費者に正しい情報を伝

える為の研究をしている当団体の「誤使用」をテーマにした、今年最初のシンポジウムにぜひご参加ください。

開催地　東京
定員　150名

休憩　11：30～12：30

※定員次第閉め切ります。
※講演中の入退場は原則禁止です。
※記載内容などに変更のある場合があります。

　お申し込みFAX送信先

（必須）

職種、役職名等

無料

③

健康長寿医療センター

会場に駐車場は

ありません。
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